
 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 平成 2９年度人間ドックの受診該当者（３日・１日コース）のお知らせ 

   以下の指定年齢に該当する組合員が受診該当者となります。 

  受診希望者は申込みが必要ですので、新年度に各所属所から申込みをお願いします。 

 

●３日コース及び１日コース（対象：定年退職予定者） 

該当年齢 生 年 月 日 

60 歳 昭和 32 年（1957）年 4 月 2 日 ～ 昭和 33 年（1958）年 4 月 1 日生 

63 歳 昭和 29 年（1954）年 4 月 2 日 ～ 昭和 30 年（1955）年 4 月 1 日生 

自己負担額 15,000 円 

 

●１日コース該当年齢者 

該当年齢 生 年 月 日 

35 歳 昭和 57 年（1982）年 4 月 2 日 ～ 昭和 58 年（1983）年 4 月 1 日生 

40 歳 昭和 52 年（1977）年 4 月 2 日 ～ 昭和 53 年（1978）年 4 月 1 日生 

43 歳 昭和 49 年（1974）年 4 月 2 日 ～ 昭和 50 年（1975）年 4 月 1 日生 

46 歳 昭和 46 年（1971）年 4 月 2 日 ～ 昭和 47 年（1972）年 4 月 1 日生 

49 歳 昭和 43 年（1968）年 4 月 2 日 ～ 昭和 44 年（1969）年 4 月 1 日生 

52 歳 昭和 40 年（1965）年 4 月 2 日 ～ 昭和 41 年（1966）年 4 月 1 日生 

55 歳 昭和 37 年（1962）年 4 月 2 日 ～ 昭和 38 年（1963）年 4 月 1 日生 

58 歳 昭和 34 年（1959）年 4 月 2 日 ～ 昭和 35 年（1960）年 4 月 1 日生 

61 歳 昭和 31 年（1956）年 4 月 2 日 ～ 昭和 32 年（1957）年 4 月 1 日生 

64 歳 昭和 28 年（1953）年 4 月 2 日 ～ 昭和 29 年（1954）年 4 月 1 日生 

    自己負担額 10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性健診が乳がん検診と子宮がん検診に分かれています 

   平成２７年度まで乳がん検診と子宮がん検診の両方で女性健診とさせていただいていましたが、 

平成２８年度からそれぞれの検診に分かれています。 

いずれか一方のみを希望される場合は該当する申込用紙に、両方を希望される場合は両方の申込 

用紙に記入する必要がありますのでご注意ください。 
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留意事項 
・詳細については、所属所あてに通知します。 
・その他の健診事業については、新年度、所属所あてにお知らせします。 
・上記の指定年齢該当者であっても、退職や異動等により新年度に組合員資格を喪失 
している場合及び前年度に人間ドック（３日・１日コース）を受診している再任用 
組合員の申込みはできません。 

・人間ドックを受診することにより、定期健康診断に代えることができます。 



■ 今年度末退職者に係る任意継続組合員申出等の案内 

    退職後、任意継続組合員証等の交付を速やかに行うため、下記のとおり受付を行っています。 

   平成２９年３月３１日に退職を予定している方で、任意継続組合員となることを希望する方（最後「注

意」参照）は、「通常受付」期限内に手続を行ってください。 

    なお、申出を行った（行う）方は、次のことについて、注意してください。 

   ○「事前受付」期間の申出の方 

・３月中旬に送付する「任意継続掛金等決定通知書」に記載された金額を「登録口座」に２１日まで

に入金すること。 

・当該「決定通知書」を大切に保管すること。（来年の確定申告時に当該金額を「社会保険料」とし

て申告するときの金額確認に必要となるため） 

○「通常受付」期間の申出の方 

・共済組合から「任意継続掛金等決定通知書」と「振込依頼書」を送付しますので、直ちに最寄り 

の紀陽銀行本・支店から振り込むこと。（期限内に振込されない場合は、任意継続組合員資格があ

りません） 

・当該「決定通知書」と振込を終えた「受取書」を大切に保管すること。（来年の確定申告時に当 

該金額を「社会保険料」として申告するときの金額確認に必要となるため） 

 

任意継続組合員証等は、掛金の納付を確認後、交付することとなります。 

「事前受付期間」に申し出た方で、３月２２日に口座振替できなかった方は、「振込依頼書」を所属

所に送付しますので、３月末までに振り込んでください。任意継続組合員証等は４月１日以降に自

宅へ送付します。 

○任意継続組合員申出書の受付期間等 

区分 受付期間 掛金の納付期限等 
任意継続組合員証等 

送付予定日 

事前

受付 

平成２９年１月１６日（月） 

～２月１５日（水）必着 

平成２９年３月２２日（水） 

（口座振替の期日） 

平成２９年３月末    

退職時の所属所へ送付（所属

所において交付）  

口座振替できず、３月末ま

でに納入された場合は、４

月１日以降に自宅へ送付 

通常

受付 

平成２９年４月３日（月） 

～４月１１日（火） 

平成２９年４月１９日（水） 

（振込による納付期限） 

平成２９年４月下旬    

自宅へ郵送     

○提出書類 

（１）任意継続組合員申出書 

（２）預金口座振替依頼書（「通常受付」期間の申出にも必要です。用紙は、医療給付班へ FAX 

により請求してください。）  

    注意 

＊ 再任用（フルタイム勤務）の場合は、現在の組合員資格を継続しますので、希望している方は、

任意継続組合員の申出をする必要がありません。 

＊ 再就職先で健康保険等の資格を得ることができる場合（２か月以上の臨時的任用講師を含む）

は、そちらが優先されます。 

＊ 家族の被扶養者になることを検討されている方は、家族の被扶養者としての要件を備えている

かを確認し、被扶養者として認定されない場合に、任意継続組合員の申出を行うようにしてく

ださい。 
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■ 「組合員異動報告書」の提出（組合員証等の返納）時のお願い 

多量かつ一定の時期に集中する年度末退職者等の「組合員異動報告書」等の提出について、事

務処理を円滑に行うために、下記のとおり、ご協力をお願いします。 

４月４日（火）までに提出させ、４月７日（金）までに共済組合へ提出（必着） 

 

1 「組合員異動報告書」のフの申告理由欄の記入について 

次のように「理由」を区分して記入してください。    

（１） 定年退職 

（２） 早期退職 

（３） 一身上の都合 

（４） 任期満了（再任用） 

    （５）臨時的任用期間満了 

    （６）他制度の共済組合に転出（文部科学省・地方職員・和歌山県市町村職員 等） 

       例 文部科学省共済組合和歌山大学支部 （和歌山大学附属○学校） 

    （７）他府県の公立共済組合へ転出＝組合員証等は、転出先の所属所にお渡しください。 

       例 公立学校共済組合大阪支部     （阪南市立○○小学校） 

 

   ２ 資格喪失証明書の交付が必要な場合 

    「組合員異動報告書」のフの申告理由欄の上記理由を記入した下側の欄外に、交付依頼文 

を朱書してください。 

    例 国民健康保険加入のため資格喪失証明書の発行をお願いします 

 

   ３ 「組合員異動報告書」と組合員証等の提出（送付）について 

    「組合員異動報告書」と組合員証等は、必ず同時提出（同封）願います。 

なお、組合員証等は、右下の公立学校共済組合和歌山支部長印部分に、はさみ等で切り込 

みを入れてください。 

組合員証等とは、組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、 

限度額適用認定証です。 

  

  

■ 平成２９年４月１日以降の医療機関等での受診時の注意点 

         退職や人事異動により「健康保険証」が変わっている場合は、受診時に、必ず、「健康保険証

が変わりました」と言って新しい「健康保険証」を提示してください。 

   

      ４月当初、まだ新しい「健康保険証」が交付されていない時期での受診については、医療機

関等の窓口で「健康保険証が変わり、今、新しい「健康保険証」の手続中で、交付されしだい

持ってきます。」と伝え、必ず、新しい「健康保険証」を４月中に受診された医療機関等に提

示してください。「診察券」のみの提示で、受診しないでください。 

      

  資格喪失後の受診について、医療機関等から請求があった場合で、「組合員証等」の返納が

遅れたときは、医療費を返還していただきますので、ご注意ください。 
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資格喪失日とは 

・「退職の場合」は退職日の翌日 

・「転出の場合」は転出日当日 



■ 短期給付金の未請求はありませんか？ 

   次の短期給付金は、請求が必要です。 

   短期給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から２年間請求しないときは、時効により

消滅しますので、ご注意ください。 

給 付 事 由 法定給付 附加給付 

病気 

負傷 

組合員又は被扶養者が病気や負傷したとき 

・治療用装具の購入 

・弱視等治療用眼鏡の購入（9 歳未満の小児）等 

・療養費 

・家族療養費 

・移送費 

・家族移送費 

 

出産 組合員又は被扶養者が出産したとき 
・出産費 

・家族出産費 

・出産費附加金 

・家族出産費附加金 

出産 

休業 

１年以上組合員であった方が退職後６か月以

内に出産したとき 
・出産手当金 

 

死亡 

組合員又は被扶養者が死亡したとき 
・埋葬料  

・家族埋葬料 

・埋葬料附加金 

・家族埋葬料附加金 

水震火災その他の非常災害により、組合員又は

被扶養者が死亡したとき 

・弔慰金 

・家族弔慰金 

 

休職 

等 

組合員が公務によらない病気又は負傷のため

勤務することができず、給料が支給されないと

き 

・傷病手当金 ・傷病手当金附加金 

組合員が欠勤し、給料が支給されないとき ・休業手当金 
 

組合員が育児休業をとり、給料が支給されない

とき 

・育児休業 

手当金 

 

組合員が介護休業をとり、給料が支給されない

とき 

・介護休業 

手当金 

 

災害 
水震火災その他の非常災害により、住居・家財

に一定の損害を受けたとき 
・災害見舞金 

 

結婚 組合員が結婚したとき 

・結婚手当金 

（平成 27 年

4月から廃止） 

 

 

 

■ 休業手当金の支給期間の変更 

○支給事由 

被扶養者ではない組合員の配偶者、父母、子が病気又は負傷したために欠勤した場合 

 

○支給期間 

    変更後：引き続く 14 日間のうち欠勤した日 

現 行：所属所長が休業手当金の支給を必要と認めた期間 

 

○施行日 

平成 29 年 4 月 1 日 
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■ 今年度末に扶養手当の受給が終了する被扶養者の手続 

   次に該当する場合は、平成２９年４月１日以降に手続が必要です。 

（１） 被扶養者が、平成６年４月２日から平成７年４月１日生まれの方は、今年度末で扶養手当の受給が終了となります。 

（２） 組合員が退職し再任用された場合は、扶養している者に対し扶養手当が支給されなくなります。 

区 分 理 由 提 出 書 類 提出期限 

・被扶養者の要件を欠

く場合            

                

（取消申告） 

・就職先の健康保険に加

入したため 

・被扶養者取消申告書 

・被扶養者証 

 

（「就職先の被保険者証」の交付が遅くなる場

合は、「被扶養者取消申告書」「被扶養者証等」

を先に受付しておいてください。） 

・就職先の被保険者証等（写） 
 

 

平成 29 年 4 月 28

日（金）≪必着≫ 

 

 

・認定所得限度額以上の

収入を得ることとな

ったため 

・契約書等（写）又は給与支払（見込）額

証明書「雇用（勤務）形態及び給与支 

（見込）額証明書」別紙様式第 2 号 

（勤務形態、収入が確認できるもの） 

・引き続き被扶養者の

要件を備える場合   

                        

（継続認定申出） 

普通認定 

  ↓ 

特別認定 

・大学（院）、各種・専

修学校の学生で就労

できない又は定時制、

通信制、聴講生等の学

生であり、収入（アル

バイト等）が認定所得

限度額内のため 

・被扶養者継続認定申出書 

・扶養の申立書 

・平成 29 年度（28 年分）の市区町村発行の

課税（所得）証明書 

（必要に応じて） 

・確定申告書（写） 

・給与支払（見込）額証明書「雇用（勤務）形

態及び給与支払（見込）額証明書」別紙様式

第 2 号（勤務形態、収入が確認できるもの） 

・夫婦共同扶養の場合、組合員及び配偶者の平

成 29 年度（28 年分）の課税（所得）証明

書、確定申告書（写）（配偶者の収入額注意） 

・学生証（写）又は在学証明書（平成 29

年 4 月 1 日以降発行のもの） 

 

 

平成 29 年 7 月 28

日（金）≪必着≫ 

 

（市区町村で、平成

29 年度（28 年分）

の課税（所得）証明書

が発行されるように

なってから提出して

ください。） 

・負傷その他の理由によ

り就労できない、収入

(アルバイト等)が認定

所得限度額内のため 

・医師の診断書又は障害者手帳（写） 

・配偶者又は義務教育未

修了者 

 

注１）現在、特別認定されている被扶養者が、就職等により被扶養者の要件を欠いた場合も上記と同様、直ちに取消申告を行ってください。 

注２）現在、特別認定されている被扶養者が、４月１日以降も引き続き要件を備えている場合は、９月頃に「特別認定資格確認調査」を行いますので、

ご協力願います。 



 

■ 今年度末退職者に係る注意点 

・ 臨時的任用の講師等の場合 

   共済組合に加入している臨時的任用の講師等が、引き続き１日も空かず臨時的任用又は新

規採用等の発令辞令が交付される場合は、退職の手続は不要です。既に「退職届書送付依頼

票」を和歌山支部に送付している場合は、至急取消の連絡を必ずお願いします。 
 

・ 老齢厚生（退職共済）年金決定者（昭和３０年４月１日以前生まれの方）の場合 

 老齢厚生（退職共済）年金決定者が退職する場合は、３月上旬に「改定請求書等」を送付

します。平成２９年３月１７日（月）までに提出してください。 
 

再任用の希望を取消した等の理由により、退職時に提出いただく「退職届書」 

又は「改定請求書等」が本人（説明会にて配布）又は所属所に届いていない場 

合は、直ちに和歌山支部まで『退職』の連絡をお願いします。 

 

■ 年金額の支給調整 

    老齢厚生（退職共済）年金受給者が再就職をして公的年金（厚生年金保険等）に加入した

場合は、年金が一部又は全額支給停止となります。なお、平成２７年１０月号の共済タイム

リー等で通知しておりますとおり一定の要件を満たした方は、年金の減額が緩和される激変

緩和措置（経過措置）が設けられています。 
 

・ 平成２８年１０月以降に短時間労働者が厚生年金保険に加入した場合 
平成２８年１０月１日から厚生年金保険の加入対象が拡大され、一部の短時間労

働者が新たに厚生年金保険の加入対象となりました。そのため、年金額の支給調整
の対象となります。（厚生年金保険に加入の有無は、雇用主に確認してください。） 
なお、特別支給の老齢厚生（退職共済）年金の障害者（又は長期加入者）特例の

受給権者はさらに定額部分（公務員期間の基礎年金分）が支給停止となります。た
だし、平成２８年１０月以前から引き続き厚生年金保険の適用事業所が同じ場合は、
定額部分は停止されない配慮措置があります。 

 

 

 
 厚生年金被保険者が６５歳になったとき又は資格喪失届が、給与支払者（適用事業所）

から日本年金機構に提出される（退職、勤務形態変更、給与支払者の変更等）と当該措 

置の適用は終了となります。 

 なお、厚生年金被保険者の資格喪失届が提出されると、同日に再取得し、厚生年金被 

保険者期間が引き続く場合も当該措置の適用は終了となりますので、ご留意願います。 

（例）公立小学校の非常勤職員から平成２９年４月１日付けで育休代替に変更 

⇒ 給与支払者が市の教育委員会から県の教育委員会に変更 

   （いずれも厚生年金保険に加入） 

      H27.6.1    H27.10.1        H29.4.1 
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 激変緩和措置対象 激変緩和措置対象外 

激変緩和措置又は配慮措置の終了 

 



 

（平成２８年４月１日以後資格取得用）

昭和
平成　　　　年　　　　　月　　　　日

生年月日

年金加入期間等報告書

ふりがな

組合員氏名
所属機関名

組合員証番号

基礎年金番号

勤務先等 備考

昭・平　　年　月　　日 昭・平　　年　月　　日

ｱ国民年金
ｲ厚生年金（一般）
ｳ厚生年金（国家公務員共済）
ｴ厚生年金（地方公務員共済）
ｵ厚生年金（私学共済）
ｶその他

年金制度 資格取得年月日 資格喪失年月日

※出生による被扶養者認定の場合は、個人番号（マイナンバー）通知が市町村長から届き次第速やかに申請願います。（区分番号２）

― ―

年 月 日

※　被扶養者認定申告のみの場合は、上記の組合員本人の氏名・個人番号等上記の記入は必要ありません。

― ―

年 月 日

― ―

年 月 日

― ―

年 月 日

上記のとおり申請します。

公立学校共済組合和歌山支部長　　様

平成 年 月 日

この申請は、個人番号関係事務実施者として事実に相違ないものと認めます。

平成 年 月 日

被扶養者
①

ﾌﾘｶﾞﾅ
組合員との関係（続柄）

被扶養者
③

氏 名
ﾌﾘｶﾞﾅ

個 人 番 号

氏 名
ﾌﾘｶﾞﾅ

組合員との関係（続柄）

個 人 番 号

生 年 月 日

個人番号（マイナンバー）登録申請書

区分番号

1

2

組合員証番号

※　該当の区分番号を〇で囲んでください。複数選択可

組合員資格取得届

被扶養者認定申告

所属所名

所属所コード

氏名

生 年 月 日 昭和　・　平成

Ｔel

住所

（個人番号の利用目的について）

　当組合は番号法別表第１の２４の項に規定する「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料そ
の他徴収金の徴収に関する事務」及び３９の項に規定する「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支
給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事
務」のために個人番号を利用します。

組合員
本人

男　・　女性別

男　・　女

組合員

個 人 番 号

生 年 月 日

　　　　　　（　　　　　　）

被扶養者
②

個 人 番 号

生 年 月 日 昭和　・　平成

性別昭和　・　平成

氏 名

氏 名
ﾌﾘｶﾞﾅ

3 上記以外の未登録者登録申請

昭和　・　平成 性別 男　・　女

性別 男　・　女

組合員との関係（続柄）

職　氏名

所属所長

印

印

上記のとおり申告します。（別添のとおり組合員証・被扶養者証を返納します。）

公立学校共済組合和歌山支部長　　様 〒

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

〒

TEL

1

紀陽支店名

公 費 負 担

預

金

種

別

重

身

ひ

と

り

親

　　１．新規採用　２．転入　３．転出
　

    ４．退職　５．死亡

金融機関

－

郵便番号

年

平成

月 年

所在地

日月

日

申

告

理

由

欄 ( )

所属所名

職 氏 名

所属所長

　 認定

   区分

TEL　　　　　（　　　）　　　

住 所

組合員氏名

年 日

平成

年 月

所属所コード

現　　住　　所　（漢　　字）　

被 扶 養 者 氏 名　（カナ） 認定年月日被扶養者氏名　（漢字）
日

年

号

確 認 印

性

 

別

医 療

前　　歴　　関　　係

紀 陽 支 店

コ ー ド
口 座 番 号

年

号 年 月

公費負担医 療費制度

該当・非該 当報告書

3

申　告　区　分

養者

組 合 員 証 等 記 載

事 項 変 更 申 告 書

組 合 員 資 格

取 得 届 書

月

記　　入　　箇　　所

共済資格取得日
年

号 年 月 日

添付書類

基 礎 年 金 番 号

被 扶 養 者 継 続 認 定 申 出 書

共済資格喪失日
年

号 年 月 日

-

1

申　　告　　区　　分

ア･フ及び次の変更箇所

イ･ウ･オ･カ･ケ･シ･ス･タ･チ

組 合 員 異 動

報 告 書
2

受給中の年金

証書の写を添

付有

有　・　無

取得前の共済組合名
資格取得前の公

務員期間の有無

( )

重

身

ひ

と

り

親

扶養手

当受給

の有無

事

由
取消年月日

事

由

様式

転　入

退職等

月

旧住所

ア･チ･テ･フ

現　　　住　　　所　（　カ　ナ　）

4

様式

施第

13号

組合員 ア・コ・フ

ア･イ･ウ･オ･カ・ク･ケ･

サ･シ・フ
運第

1号

ア･イ･ウ･オ･ク･ケ･サ･シ・フ

組 合 員 ・ 被 扶 養 者 申 告 書
（記入の仕方は《記入上の注意》を参照してください）

共済

種別

記入箇所

ア･イ･ウ･キ･ク･フ
6 被 扶 養 者 取 消 申 告 書

氏　　名（漢　字） 所属所コード
日

生 年 月 日性

別

所属異動年月日
氏　　　名（カ　　ナ） 年

号 年 日

共 済 組 合
受 付 印

組合員証番号 職名 所 属 所
受 付 印

被扶 給第

24号

ア･タ・チ・

ト～ハ・フ
7

5
ア･タ・チ・

ト～フ
施第

15号

被 扶 養 者 認 定 申 告 書

ア･タ・チ・

ト～ネ・ハ・フ

生　年　月　日

認定

1号

運第

4号

旧氏名 改姓年月日

年

続

 

柄

ハ 同居・別居の別

給与事務担

当者証明印

月 日

有
・

無

※該当の区分番号を○で囲んでください

職　業

円

年間総収入

見込額

被扶養者の要件

を備え又は欠く

に至った年月日

年　月　日

同時に送付

します

住所（住民登録住所）：〶

住所（住民登録住所）：〶

※国民年金第3号被保

 険者資格取得届書

同　・　別

普通  学生

各種  一般

有

・
無

年　月　日

　 認定

   区分

円ハ 同居・別居の別

同　・　別

普通  学生

各種  一般

-

在学中の学校名

入 学 年 月 日 卒業予定年月日

年生

学　　　　年

　　＜配偶者を被扶養者として認定する場合は記入してください＞

配偶者基礎年金番号

組 合 員 に 関 す る 事 項

被 扶 養 者 に 関 す る 事 項

イア

ウ エ オ カ キ

ク

ケ

シ

ヒ

タ チ

コ サ

ス

テ ト ナ ニ ヌ ネ

印

印

印

フ

ノ

ノ

印

ノ

■ 資格取得に関する提出書類 

＜必須書類＞ 
下記必須書類のうち★は、平成２９年４月１日付け新規採用者のうち、「平成２９年度和歌山県

公立学校教職員採用予定者説明会」出席者には既に配布しました。 
 

・ 組合員資格取得届書 ★ 

・ 年金加入期間等報告書 ★（注１） 

・ 個人番号（マイナンバー）登録申請書★（注２） 

・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳等）の写し（注３）  

・人事異動通知書（辞令）の写し 

 
 

 ＜該当する場合のみ＞ 

・ 組合員資格取得届書に紀陽銀行の普通預金口座の確認印を押印しない場合 

⇒ 紀陽銀行の普通預金通帳の写し 

・ 過去に公務員歴（国家公務員、地方公務員）があり、直近が公立学校共済組合和歌山支部以外の場合 

⇒ 転入届書★（注４） 

・ 上記の条件を満たし、さらに公立学校共済組合の他の支部から、１日も空けず和歌山支部に引き続く場合 

⇒ 他支部発行の組合員証等 

（注１）これまでの年金制度の加入歴が分からない場合は、日本年金機構にお問合せください。 

   なお、１枚で記入できない場合は、複数枚に記入し、全てに署名・捺印をお願いします。 

（注２）添付書類は不要ですので、個人番号に記入誤りがないか確認してください。 

（注３）基礎年金番号がわかるものの写しが無い場合は、日本年金機構に年金記録照会回答票等を依頼

し、添付してください。なお、２０歳未満の者については、付番されていないので不要です。 

（注４）直近が公立学校共済組合和歌山支部でなければ、期間が空いている場合でも必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 転出に関する提出書類 

＜必須書類＞ 

・転出届書★ 

・履歴等証明願★（注５） 

・勤務記録カード（簿）の写し（注５） 
 

（注５）和歌山市立高等学校（全日制）、和歌山市立幼稚園、みはま町立こども園、海南市立海南

下津高等学校、和歌山県立医科大学は履歴等証明願、勤務記録カード（簿）は不要です。

ただし、和歌山県立医科大学については履歴書が必要です。 

★は、「公立学校共済組合和歌山支部ホームページ」の「様式・記入例」から取得できます。 

 

－７－ 

資格取得必須書類★ 

イメージ図 

平成 29年 1月 4日付け公

共和第 480 号の(2)参照 

平成 28 年 2 月 8 日付け

公共和第 513 号参照 



 

 
 
Q  平成２９年４月１日に国立の中学校へ転出する先生がいます。 

  どのような手続を行えばいいですか？ 

A  国立の中学校等へ転出又は新規採用された場合は、国家公務員共済組合へ加入することとなり 

ます。 

そのため期間が１日も途切れず、公立学校共済組合から国家公務員共済組合へ加入する場合は転

出届書の手続を行ってください。（組合員証等と組合員異動報告書を同時に提出必要） 

また、転出者で退職届書をお持ちの場合は、速やかに転出する旨を和歌山支部まで連絡をお願い

します。 

＜手続＞ 

欄外「転出に関する提出書類」を転出日（平成２９年４月１日）以降に和歌山支部あて提出  

 

 

  
  転出の手続はどうして必要 

 
公務員期間（国家公務員共済組合・市町村職員共済組合・地方職員共済組合・公立学校共済組合

等の期間）が複数ある場合、最後に資格喪失をした共済組合から全ての公務員期間を合算した年金

が支給されます。 

そのため、他の共済組合等に加入する場合は、組合員期間や給料情報等を移管するので、転出の

手続が必要となります。 

    

① 知事部局等に転出する場合 
地方職員共済組合に加入 

② 市町村教育委員会等に転出する場合 
都道府県市町村職員共済組合に加入 

③ 国立の学校等に転出する場合 
国家公務員共済組合に加入 

④ 他の都道府県の公立の学校等に転出する場合 
他の都道府県で公立学校共済組合の資格を取得 

⑤ 臨時的任用等の講師で公立学校共済組合に加入していた者が、他都道府県等の公務員として新規採用された場合  
新規採用となりますが、期間が引き続く場合、転出の手続が必要となります。 

  

 
                                          平成２９年４月１日 
 
                公立学校共済組合                     他の共済組合 

転出又は新規採用    
資格喪失⇒資格取得 

  

 

 
        平成２９年３月２９日       平成２９年４月１日 

 
      公立学校共済組合                              他の共済組合 

（平成２９年３月２８日退職）         新規採用 
資格喪失※                        資格取得 

※ この場合は、退職の手続が必要になります。 

－８－ 

Q&A  第５回目 ～他共済・他支部へ転出について～ 

 

＜転出に該当する場合＞ 

＜例 1：転出の手続が必要なとき＞ 

＜例 2：転出の手続が必要でないとき＞ 

P o i n t！ 

 


